
【R5:先－7】 富士山登山鉄道官民連携方策検討調査
（実施主体：山梨県）

山梨県基礎情報（R6.1.1時点）
・人口:800,400人
・面積：4,465.27km2

事業概要

経緯・調査目的
 これまでの経緯

令和元年12月 県総合計画に「環境と調和した持続可能な社会への転換」を目
指す施策として、『富士山登山鉄道構想の検討』を位置づけ

令和３年２月 「富士山登山鉄道構想」 策定
令和５年度 本調査実施

 目的
• 軌道事業の根拠法令たる軌道法では上下一体の整備・運用を基本としており、構想で

も民設民営を想定しているが、新型コロナによる社会経済環境の急激な変化等を踏まえ、
民間事業者の参入可能性をより幅広く検討することが必要。

• その際、有料道路の運営権を譲渡するコンセッション方式の導入を中心に、官民が連携
し双方にメリットのある手法・スキームを検討

【事業分野：道路、PRE活用】 【対象施設：登山鉄道】 【事業手法：PFI(BTO)・コンセッション 】

• 人口減少により社会活力の低下が指摘される中、公共施設や地域資源を有効活用することにより従来のマス・ツーリズムからサステナブル・ツーリズムへの転換を図る取
り組みは、今後の我が国の観光政策における先導事例となる。

• 保全と活用の両立が求められる世界遺産地域あるいは自然公園区域内において、サステナブル・ツーリズムへの転換を図るため、自動車交通から軌道を敷設する。

• 景観や環境負荷の改善を図りながら利用者から適正な負担を徴収し、富士山の保全等に必要な原資や事業者の収益を安定的に確保するため、整備・運営を上下
分離で官民が連携し運営を担うコンセッションやPFI方式を検討。

調査のポイント
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• 山梨県は、世界遺産富士山の価値の保全と持続可能な高付加価値観光を高い次元で両立す
るため、「富士山登山鉄道構想」（以下、「構想」）を令和２年度に策定している。

• 構想では既存道路を活用し、環境への影響が少ない富士山有料道路上にLRT（次世代路面電
車）を敷設する案を想定。当初は民設民営を想定していたが官民連携での実施を検討中。

• 登山鉄道事業の採算性を確保する観点で、駅を設置する山麓駅・五合目駅における周辺開発
事業による収益還元を一体的に事業化することで、実現性・継続性のある事業とする。

• また富士山五合目におけるライフラインの課題に対し、電気及び上下水道の整備することも含めた
一体的な事業とする。

・名称：富士山有料道路（通称「富士スバルライン」）
・管理者：山梨県道路公社
・管理手法：維持管理有料道路（償還完了に伴い平成17年６月から）
・有料区間：延⾧24.1km 、 標高1,050ｍ～2,305m

施設概要



【ベースケースにおける主要前提条件】*設備投資・運営期間費用は民設民営の場合の額を記載

【R5:先－7】 富士山登山鉄道官民連携方策検討調査
（実施主体：山梨県）

１．鉄道敷設・運営に関するスキーム比較

４．コンセッションの活用検討（複数の事業を集約した一体発注の事業パターン）

「公設公営」・「民設民営」・「上下分離」について収支を検討。併せて以下のリスクケースの検証も実施した
結果、「上下分離」のうち施設整備を官民で按分しつつ事業運営を民間が担う(3)が官民のリスク分担とし
て最もバランスが取れているものと考えられる。

活用方法①
鉄道事業と周辺
事業の一体的な
事業化

活用方法②
富士山有料道路
の運営事業と鉄道
事業の一体的な
事業化

複数施設をバンドリングしてコンセッション化する手法は関西空港・神戸空港、北海道
内7空港で事例があり、一体化する事業次第で相乗効果や補完効果が期待できる
ため、本事業においても、鉄道事業と周辺開発事業等、複数の事業を一体的に事
業化する手法としてコンセッションは有効と考えられる。

収支への影響から複線が望ましいことや、単線であってもすれ違い箇所の設置が必要
なことから車両の進行を妨げる蓋然性が高く、道路交通法21条の趣旨を鑑み、一般
車両の通行を認めない方針である。道路の維持管理・運営事業にかかるコンセッショ
ン活用効果は大きくないことから、鉄道事業実施に際しては維持管理有料制度を終
了し、一般県道として維持管理することも含め、今後検討を進める。

調査結果

五合目駅周辺山麓駅周辺項目
山梨県南都留郡鳴沢村・

富士吉田市内
山梨県南都留郡富士河口湖町・

富士吉田市内所在地

• 山麓駅に比べ、開発可能面積は限定的

• 登山鉄道に乗車する客層は一定程度の
ミドルアッパー層が高い割合を占めることが
想定される。

• 機能としては、五合目周辺を目的地とし
た観光客が景観・自然を楽しむことができ
る滞在型リゾートのほか、登山客のための
休憩機能が考えられる。

• 具体的な施設として、コンパクトなラグジュ
アリーホテル、カフェ・レストラン等の飲食施
設、売店が想定される。

• 富士山の景観を生かすことができ交
通アクセスに優位性を持つ立地、県
有林の広大な土地のほか、富士五湖、
富士急ハイランドや富士すばるランド
等の周辺観光資源との連携を生かし
た事業内容が検討可能

• 機能としては、登山鉄道の入口として
の宿泊機能、商業機能、及び富士
山が持つ象徴的イメージを基に観光
客・政治・ビジネス客を誘致するため
の機能が想定される。

• 具体的な施設として、リゾートホテル、
飲食施設、商業施設、MICE施設が
想定される。

想定される周辺
事業の機能

２．周辺事業に関する事業内容

３．ライフライン整備に関するスキーム検討
内容項目

ライフラインの敷設にあたっては、次の2点が想定される。
①地元市町村・受益者が単独で実施する方法
②登山鉄道の敷設と一体で行う方法

社会基盤であるライフラインは地元市町村・受益者が整備することが基本原則である一方、
ライフラインの利用者は鉄道利用者が大半を占めることから、鉄道利用者を受益者と捉
え、鉄道利用者から整備費用を回収する②が合理的であると判断する。

整備方法
の検討

・技術的課題の継続検討
・交通システム及び事業スキームの決定
・関連法令にかかる検討

・実施方針の公表

・事業者公募

・事業者決定

・契約締結
・整備開始

(設計・施工・運営管理)

(4)民設民営
(3)上下分離
【貸付】

(車両等民間整備)

(2)上下分離
【貸付】

(車両等公共整備)
(1)公設公営スキーム

施設は民間が整
備・所有し、運営も
民間が独立採算で

運営

付帯施設・車両は
民間が整備・所有。
民間が独立採算で

運営

施設は全て公共が
整備・所有し、運営
は民間が独立採算

で実施

施設は全て公共が
整備・所有し、運営
も公共が自ら実施

概要

-1,8488238,030ベースケース

収支

公
共

-128▲8962,299リスクケース①

-1,348▲1177,090リスクケース②

-▲856▲1,651▲1,651ベースケース
うち、

設備投資
負担額

-▲856▲1,651▲1,651リスクケース①

-▲1,288▲2,477▲2,477リスクケース②

5,4684,2074,859-ベースケース

収支

事
業
者

1,6621,5432,195-リスクケース①

4,8603,9234,859-リスクケース②

▲1,486▲7160-ベースケース
うち、

設備投資
負担額

▲1,486▲7160-リスクケース①

▲2,229▲1,0740-リスクケース②

事業化に向けた今後の展望
R6 ～ RN年度* RN年度 RN+1年度 RN+2～年度 • 技術検討・地元協議を踏まえた交通システムの決定

• 周辺事業を含めたコンセッション方式の決定

• 上下分離方式の精緻化
（対象事業の明確化、官民における適切なリスク分担の設定など）

今後の課題

運営期間：40年間
利用者数：年間300万人
利用者単価：1万円（税込）
設備投資額合計：1,486億円

営業費用（年額）：人件費12億円、修繕費7.6
億円、動力費2.1億円、そ
の他経費13億円

（単位：億円）
リスクケース①：利用者数が50％減少したケース リスクケース②：設備投資が50％増加したケース

*RN年度・・・現時点で各種検討の終了時期が見通せないため、Nと記載


